
令和 8年度｢実質的再編｣合同生活授業にかかわって 
 

 

１ 合同生活授業について                                                                   

(1) 第１期合同生活授業 令和 8年 6月 30日(火)～7月 15日(水)の 12日間 

(2) 第２期合同生活授業 令和 8年 8月 31日(月)～9月 10日(木)の 9日間 

(3) 第３期合同生活授業 令和 8年 11月 12日(木)～12月 8日(火)の 18日間 
 

 

２ 学年別児童数、学級編成及び担当教員 (令和 7年 12月時点での予定)                    

 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 

上村小学校 ２ ５ ３ １ ７ ３ 

和田小学校 ３ １ ２ １ ４ ４ 

合 計 ５ ６ ５ ２ 11 ７ 

 

学級編成 １学級 １学級 １学級 １学級 １学級 

担当教員 
上村か 

和田小 

上村小か

和田小 
上村小・和田小 

上村小か

和田小 

上村小か

和田小 

 

(1) 合同生活期間中、単学年で行うクラスがある。その際の担当教員は、児童の様子や実態を共有し、考

慮しながら決めだしていく。また、児童の実態に応じて、担当教諭第1期、2期の入れ替えも視野に入

れる等、柔軟な対応をする。 

(2) 児童、保護者の相談は、スクールカウンセラーの対応可能。また、養護教諭、校長、教頭等、全職員で

対応する。（＊12月の保護者懇談会では、担任 2名での懇談も検討中） 
 

 

３ PDCAサイクルによる評価について                                         

(1) 夏休み前（7／16～ 児童・保護者アンケート実施） 

夏休み中（アンケート分析） 

夏休み明け（職員会審議、児童・保護者通知） → 2学期の生活開始 

(2) 12月学校評価アンケートにおいて、第 2回調査実施 

冬休み中（アンケート分析） 

冬休み明け（職員会審議、児童・保護者通知） → 令和 9年度の生活開始 
 

 

４ 「創造の時間」について                                                  

今後、児童・職員と、この時間の名称を考えていく。 

その過程においても、この時間の意味を考えたり、共有したりする時間としたい。 

・遠山郷の豊かな自然を生かした探究活動 

・一人一人のペースが保証され、その子らしい学習、活動が行える時間 

・その子のニーズ、学力に応じた指導（例 基礎学力定着  発展学習等） 
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